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○千歳市水道事業給水条例施行規程 

平成10年２月24日公営企業管理規程第１号 

改正 

平成14年12月26日企管規程第７号 

平成20年12月17日企管規程第12号 

平成22年１月25日企管規程第３号 

平成22年３月31日企管規程第11号 

平成24年６月14日企管規程第３号 

平成26年３月31日企管規程第４号 

平成28年８月23日企管規程第９号 

平成30年３月28日企管規程第２号 

令和元年９月26日企管規程第５号 

千歳市水道事業給水条例施行規程 

千歳市水道事業給水条例施行規程（昭和63年公営企業管理規程第５号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 千歳市水道事業給水条例（平成９年12月16日千歳市条例第30号。以下「条例」といいます。）

の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とします。 

（給水装置の新設等の申込み） 

第２条 条例第５条の規定による申込みをしようとする者（以下「工事申込者」といいます。）は、

給水装置工事申込書（第１号様式）を千歳市公営企業管理者（以下「管理者」といいます。）に

提出しなければなりません。 

２ 管理者は、前項の申込みを承認したときは、給水装置工事承認書（第２号様式）により工事申

込者に通知するものとします。 

３ 管理者は、次の各号の一に該当するときは、前項の承認を保留することができます。 

(１) 給水できる水量が不足しているとき。 

(２) 配水管未布設地区への給水の申込みであり、かつ、当該地区への配水管布設計画が後年次

であるとき。 

(３) 特殊な地形等のため、技術的に給水が著しく困難なとき。 

(４) 他の水道使用者への給水に支障があると認められるとき。 

(５) 都市計画法（昭和43年法律第100号）その他の法令の規定に違反して開発されたものに係る
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給水の申込みであるとき。 

４ 前項の規定により管理者が承認を保留したときは、工事申込者は、管理者が別に定めるところ

により管理者と協議することができます。 

（給水装置の位置の決定） 

第３条 給水装置の位置は、工事申込者が指定します。ただし、管理者は、その位置が給水管理上

不適当と認めるときは、工事申込者の同意を得て変更することができます。 

（給水装置工事の費用負担） 

第４条 条例第６条ただし書の規定は、配水管の取付口から水道メーターまでの部分に係る修繕（水

道メーターの取替を含みます。）に要する費用について適用します。ただし、故意又は過失によ

り当該部分を損傷し、又は滅失した者があるときは、その者から当該修繕に要した費用を徴収し

ます。 

（設計審査） 

第５条 条例第７条第１項の規定により管理者が法第16条の２第１項の指定をした者（以下「指定

給水装置工事事業者」といいます。）が給水装置工事を施行するときは、工事申込者は、指定給

水装置工事事業者が給水装置工事に着手する日の15日前までに、給水装置工事申込書を管理者に

提出するものとします。 

２ 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければなりません。 

(１) 設計審査申請書（第３号様式） 

(２) 給水装置台帳図（第４号様式） 

(３) 構造詳細図 

(４) その他必要な書類 

３ 管理者は、設計審査の結果を設計審査結果通知書（第５号様式）により指定給水装置工事事業

者に通知するものとします。 

（工事検査） 

第６条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事が完了したときは、工事検査申請書（第６号様

式）を管理者に提出し、条例第７条第２項前段に規定する工事検査を受けなければなりません。 

２ 管理者は、前項の申請があった日から14日以内に工事検査を行うものとします。この場合にお

いて、管理者は、当該給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、給水装置工事主

任技術者の立会い及び必要な資料の提出を求めることができます。 

３ 管理者は、前項の検査の結果を、工事検査結果通知書（第７号様式）により指定給水装置工事
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事業者及び工事申込者に通知するものとします。 

（中間検査） 

第７条 条例第７条第２項後段に規定する中間検査は、埋設その他の理由により工事完了後の検査

が困難と認められる場合に行うものとします。 

（同意書等の提出） 

第８条 管理者は、条例第７条第３項の規定により、次の各号の一に該当する場合は、利害関係人

の同意書（第８号様式）又はこれに代わる書類の提出を求めるものとします。 

(１) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。 

(２) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようと

するとき。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第９条 条例第８条第１項の規定に基づき指定する給水管及び給水用具は、別表のとおりとします。 

２ 管理者は、前項において指定した給水管及び給水用具のほかに必要と認める場合は、別に指定

することができます。 

（工事費の算出方法等） 

第10条 条例第９条第１項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとします。 

(１) 材料費、運搬費及び労力費は、管理者が別に定める代価表により算出します。 

(２) 道路復旧費は、管理者が別に定める基準により算出します。 

(３) 工事監督費は、前２号の規定により算出した費用の合計額に、管理者が別に定める率を乗

じて算出します。 

(４) 間接経費は、前３号の規定により算出した費用の合計額に、管理者が別に定める率を乗じ

て算出します。 

（工事費の予納） 

第11条 工事申込者は、条例第10条第１項本文に規定する工事費の概算額を、当該給水装置工事に

着手する日までに納入しなければなりません。 

２ 前項に定める日までに工事費の概算額を納入しないときは、工事申込者において工事の申込み

を取り消したものとみなします。 

３ 条例第10条第１項ただし書に定める工事は、国、地方公共団体又はこれに準ずるものの申込み

に係る工事とします。 

（工事費の分納） 
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第12条 条例第11条の規定により工事費の概算額を分納しようとする者（以下「分納申請者」とい

います。）は、給水装置工事分納申請書（第９号様式）を管理者に提出しなければなりません。 

２ 前項の規定により分納を申請するときは、保証人として市内に居住する者１名を選定し、連署

のうえ分納証書（第10号様式）により、管理者に届け出なければなりません。ただし、管理者に

おいてその必要がないと認める場合は、この限りでありません。 

３ 管理者は、分納を承認したときは、分納承認通知書（第11号様式）により分納申請者に通知す

るものとします。 

（給水の申込み） 

第13条 条例第17条の規定により水道の使用を申し込む者は、水道の使用場所、使用者の氏名その

他の必要な事項について、管理者に届け出なければなりません。 

２ 水道を臨時用として使用するときは、水道臨時使用申込書（第12号様式）を、使用を開始しよ

うとする日の15日前までに提出しなければなりません。 

（給水装置の所有者の代理人） 

第14条 給水装置の所有者は、条例第18条に規定する代理人を定めたときは、代理人届出書（第13

号様式）を管理者に提出しなければなりません。代理人に変更のある場合も同様とします。 

（管理人の選定） 

第15条 条例第19条の規定により管理人を選定したときは、給水装置管理人選定届（第14号様式そ

の１）、又は管理人選定届（貯水槽水道に設置する水道メーター等）（第14号様式その２）を管

理者に提出しなければなりません。管理人に変更のある場合も同様とします。 

（水道メーターを設置する位置） 

第16条 条例第20条第２項に規定する水道メーターを設置する位置は、検針及び取り替え作業を容

易に行うことができ、常に水はけがよく、損傷の危険がない箇所とします。 

２ 家屋等の増改築により、水道メーターの位置が管理上不適当となったときは、所有者又は使用

者の負担において改善しなければなりません。 

（水道メーターの貯水槽水道への設置） 

第16条の２ 条例第20条第２項の規定により水道メーターを貯水槽水道に設置する場合、当該貯水

槽水道が設備された建物の所有者は別に定めるところにより管理者に申請し、その承認を受ける

ものとします。 

２ 第19条の２第３項及び第４項の規定は、前項の貯水槽水道が設備された建物の要件に適用しま

す。 
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（変更等の届出） 

第17条 水道使用者等は、条例第22条第１項第２号に該当する場合は、使用用途変更届（第15号様

式）を変更しようとする日の５日前までに管理者に提出しなければなりません。 

２ 水道使用者等は、条例第22条第２項第２号に該当する場合は給水装置所有者変更届（第16号様

式）を、同項第３号に該当する場合は消火栓使用届（第17号様式）を管理者に提出しなければな

りません。 

３ 前項の届出は、変更し、又は使用した日から10日以内に管理者に提出するものとします。 

（私設消火栓の使用の届出） 

第18条 条例第23条第１項の規定により私設消火栓を使用しようとする者は、私設消火栓使用届出

書（第18号様式）を使用する日の５日前までに管理者に提出しなければなりません。ただし、緊

急その他特別な理由があるときは、この限りでありません。 

（給水装置及び水質の検査） 

第19条 水道使用者等は、条例第25条の規定により検査を請求するときは、検査依頼書（第19号様

式）を管理者に提出しなければなりません。 

２ 管理者は、前項の検査の結果を検査結果通知書（第20号様式）により水道使用者等に通知する

ものとします。 

（共同住宅等に係る料金算定の特例） 

第19条の２ 条例第27条第２項の規定による申請は、共同住宅等に係る料金算定特例適用申請書（第

21号様式）によるものとします。次項により承認された申請次事項を変更するときも、同様とし

ます。 

２ 管理者は、前項の申請を承認したときは、共同住宅等に係る料金算定特例適用承認書（第22号

様式）により、通知するものとします。 

３ 共同住宅等の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとします。 

(１) 各戸の水道使用者が異なる２戸以上の住宅をもって構成されている建物であること。 

(２) 住宅は、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築されたものである

こと。 

(３) 共同住宅等の建物に住宅部分と非住宅部分とがある場合には、両部分が判然と区別されて

おり、かつ、住宅部分が独立して計量できること。 

４ 前項第３号の非住宅部分とは、店舗、事務所、作業所、旅館、ホテル、簡易宿泊所、短期賃貸

借マンションその他これらに類する家庭生活の用に水道を使用していない部分をいい、住宅部分
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とはそれ以外の部分をいいます。 

５ 当該共同住宅等の戸数は、現に居住している住宅の戸数とします。 

６ 各戸の使用水量を基に計算した各戸ごとの基本料金及び従量料金は当該共同住宅等で合算し、

その額に100分の110を乗じて得た額を給水装置の所有者から徴収します。 

（使用水量及び用途並びに水道メーター口径区分の認定方法） 

第20条 条例第29条の規定により使用水量及び用途並びに水道メーター口径区分を認定するときは、

次に掲げる方法により行うものとします。 

(１) 水道メーターに異常があったときは、取替後の使用水量を考慮して異常があった期間の使

用水量を認定します。 

(２) ２種以上の用途に水道を使用するときは、用途ごとの使用水量を考慮して認定します。 

(３) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、前３月間の使用水量その他の事情を考

慮して認定します。 

(４) 積雪その他の理由により水道メーターの検針ができないときは、前月又は前６月間におけ

る使用水量を考慮して認定します。 

(５) 水道使用者等の要望により、改造工事にあたらない水道メーター口径の縮小を行うときは、

既設水道メーターの検定有効期限等による交換までの期間について、縮小後の水道メーター口

径区分で認定します。 

（使用日数の算定） 

第20条の２ 条例第30条第１項に規定する使用日数の算定は、次のとおりとします。ただし、次の

各号の規定により算定した使用日数が次項の基準日数を超えるときは、使用日数は30日とみなし

ます。 

(１) 月の中途において、水道の使用を開始したときは、当該使用を開始した日から起算し、次

回の定例日（料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいいます。以下同じと

します。）までの日数とします。 

(２) 月の中途において、水道の使用をやめたときは、当該使用をやめた日の直前の定例日の翌

日から起算し、使用休止日までの日数とします。 

２ 条例第30条第１項の規定による日割り計算の基準日数は、30日とします。 

（概算料金の算定） 

第21条 条例第31条本文の規定により前納する概算料金の額は、各月の概算予定使用量を基に条例

第27条の規定により算定した料金の額の合計額とします。 
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（前納の必要がない場合） 

第22条 条例第31条ただし書に規定する前納の必要がないと認める場合とは、次の各号に掲げる場

合とします。 

(１) 国、地方公共団体又はこれに準ずるものが水道を一時的に使用する場合 

(２) 使用予定期間が６月を超える場合 

(３) 前納することにより料金の徴収に伴う事務処理が煩雑になると認める場合 

（身分証明書） 

第23条 条例第35条の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書（第23

号様式）を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。 

（水道料金等の納期限） 

第24条 条例第９条の工事費、条例第24条第２項の修繕費、条例第26条の水道料金（条例第31条第

１項の規定により概算料金を前納する場合を除きます。）又は条例第33条の手数料に係る納期限

は、それぞれ納入通知書発付の日から起算して20日を経過した日とします。ただし、その日が休

日の場合は、その直後の休日でない日を納期限とします。 

２ 前項において休日とは、次に掲げる日をいいます。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（委任） 

第25条 この規程の施行に関し必要な細目的事項は、管理者が別に定めます。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成10年４月１日から施行します。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の千歳市水道事業給水条例施行規程の規定に

よりなされた処分その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなしま

す。 

附 則（平成14年12月26日企管規程第７号） 

この規程は、平成15年１月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月17日企管規程第12号） 
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（施行期日） 

この規程は、平成21年１月１日から施行する。 

附 則（平成22年１月25日企管規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日企管規程第11号） 

この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月14日企管規程第３号） 

この規程は、平成24年６月15日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日企管規程第４号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年８月23日企管規程第９号） 

この規程は、平成28年８月23日から施行する。 

附 則（平成30年３月28日企管規程第２号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月26日企管規程第５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規程第19条の２第６項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、

同日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。 

３ 水道の使用者が施行日前から継続して使用している水道の使用に係る料金で支払をする義務が

施行日から令和元年10月31日までの間に確定されるものについては、前項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

給水管及び給水用具の指定（配水管取付口から水道メーターまで） 

品名 
仕様 

規格等 口径・種類・用途 

給水管 給水用ポリエチレン管 
ＪＩＳ Ｋ6762（１種２

層管） 
φ20～50ミリ 
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配水用ポリエチレン管 ＪＷＷＡ Ｋ144 （注１参照） 

耐衝撃性 

硬質塩化ビニル管 

ＪＷＷＡ Ｋ118（ＨＩＶ

Ｐ） 
φ75～150ミリ 

ダクタイル鋳鉄管 

（本管仕様と同じ） 

ＪＷＷＡ Ｇ112、Ｇ113 

ＪＷＷＡ Ｇ114 
φ75ミリ以上 

給水用

具 

分水用

具 

割Ｔ字管 

（全周パッキン型） 

本体の材質 

ＪＩＳ Ｇ5502 

分岐口径 

φ75ミリ以上 

サドル付分水栓 

（鋳鉄管・塩ビ管・鋼管用） 

ＪＷＷＡ Ｂ117 

「Ｓ型（ねじ式）、Ａ型

（ボール式）」 

分岐口径 

φ50ミリ以下 

サドル付分水栓 

（ポリエチレン管用） 

ＪＷＷＡ Ｂ 117 

Ｓ型、Ａ型に準拠 
 

止水用

具 

仕切弁 

（フランジ型） 
ＪＩＳ Ｂ2062 

屋内用 

φ50～φ300ミリ 

ソフトシール仕切弁 

（２種フランジ型） 
ＪＷＷＡ Ｂ120 

埋設用 

φ50～φ300ミリ 

スルースバルブ 

（ねじ・フランジ式） 
ＪＩＳ Ｂ2011 

屋内用 

φ30～φ40ミリ 

スルースバルブ 

（ねじ・フランジ式） 
ＪＩＳ Ｂ2031 

埋設用 

φ30～φ40ミリ 

止水栓 ＪＷＷＡ Ｂ108「甲型」 φ25ミリ以下 

伸縮式止水栓 ＪＷＷＡ Ｂ108「甲型」 φ25ミリ以下 

継手類 

ポリエチレン管 

金属継手（冷管継手） 
ＪＷＷＡ Ｂ116 

φ50ミリ以下、耐震強化

型 

ポリエチレン管 

クイック継手 

第９条第２項の規定によ

り別途指定する。 
 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

継手 
ＪＷＷＡ Ｋ119 φ75～150ミリ 

水道用配管フランジ「10Ｋ ＪＩＳ Ｂ 2210 φ75～100ミリ 
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並型」 

ダクタイル鋳鉄管用異形管 ＪＩＳ Ｇ5526 φ75ミリ以上 

配水用ポリエチレン管 ＪＷＷＡ Ｋ144 （注１参照） 

その他 

埋設用標示シート 

高密度ポリクロスに低密

度ポリエチレンラミネー

ト２倍折込 

幅75ミリ 

青色地に白文字 

仕切弁きょう 
第９条第２項の規定によ

り別途指定する。 

ソフトシール仕切弁に適

用 

大型水道メーターきょう   

ＦＲＰ製水道メーターきょ

う 
  

ワンタッチメーターベース 

  メーターユニット 

伸縮式メーターボックス 

サドル分水栓用キャップ ＪＷＷＡ Ｂ117 φ13～50ミリ 

   

注１ 給水装置であっても、その使用形態及び規模が配水管と同等以上のものであると管理者が

認めた場合は、その使用材料及び仕様は、配水管布設工事の例によるものとします。 

注２ 管理者は、現場の条件、地質その他の理由により指定した給水管及び給水用具を使用する

ことが適当でないと認めるときは、別途指定します。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 
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第５号様式（第５条関係） 
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第６号様式（第６条関係） 
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第７号様式その１（第６条関係） 
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第７号様式その２（第６条関係） 
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第８号様式（第８条関係） 
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第９号様式（第12条関係） 
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第10号様式（第12条関係） 
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第11号様式（第12条関係） 
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第12号様式（第13条関係） 
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第13号様式（第14条関係） 
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第14号様式その１（第15条関係） 
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第14号様式その２（第15条関係） 
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第15号様式（第17条関係） 
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第16号様式（第17条関係） 
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第17号様式（第17条関係） 
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第18号様式（第18条関係） 
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第19号様式（第19条関係） 

 



36/39 

第20号様式（第19条関係） 
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第21号様式（第19条の２関係） 
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第22号様式（第19条の２関係） 
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第23号様式（第23条関係） 

 


